
 

平成３０年度 

羽生市職員採用試験案内 

 
≪募集職種≫ 

一般事務（上級・初級・身体障がい） 

社会福祉士 

消 防（救急救命士を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆第１次試験日 ９月１６日（日） 

◆受付期間   ７月２３日（月）～８月６日（月） 土日除く 

        午前８時３０分から午後５時１５分 

        【８月５日（日）は午前９時から正午まで受付】 

◆受付場所   羽生市役所総務課 



１．職種・採用予定者数及び受験資格               

職 種 

採用

予定

者数 

受   験   資   格 

一般事務 

（上級） 

３ 

学校教育法による大学卒業または卒業見込みの人で、昭和

６３年４月２日以降に生まれた人 

一般事務 

（初級） 

学校教育法による高等学校卒業または卒業見込みの人で、

平成９年４月２日以降に生まれた人 

一般事務 

（身体障がい） 

学校教育法による高等学校卒業または卒業見込みの人で、

昭和５３年４月２日以降に生まれた人 

（身体障害者手帳の交付を受け、介護者なしに職務遂行可

能であり、活字印刷による試験および口述試験に対応でき

ること。） 

社会福祉士 １ 

社会福祉士の資格を有する、または平成３１年３月までに

資格取得見込みの人で、昭和５３年４月２日以降に生まれ

た人 

消 防 

（含 救急救命士） 
２ 

学校教育法による高等学校卒業または卒業見込みの人で、

平成５年４月２日以降に生まれた人（救急救命士資格を有

する人または平成３１年３月までに国家試験受験資格見

込みの人を含む） 

視力が、矯正視力を含み、両眼で０.７以上かつ一眼でそ

れぞれ０.３以上および色覚が正常であること。聴力が左

右とも正常であること。 

 ※地方公務員法第１６条の欠格条項に該当する人は、受験できません。 

 



２．第１次試験の方法及び内容    

○教養・専門試験                         

 

 

○論（作）文試験 

   

 

○体力試験 

○第１次試験の配分率は教養・専門試験５０％、論（作）文試験５０％とする。 

   消防は、教養試験４０％、論（作）文試験４０％、体力試験２０％とする。 

職 種 試験科目 時 間 出 題 分 野 

一般事務 

（上級） 
教養試験 １２０分 

時事、社会・人文、自然に関する一般知識

を問う問題 

文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関

する能力を問う問題 

（大学卒業程度） 

一般事務 

（初級・身体障がい） 
教養試験 １２０分 

時事、社会・人文、自然に関する一般知識

を問う問題 

文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関

する能力を問う問題 

（高校卒業程度） 

社会福祉士 専門試験 １２０分 
社会福祉概論（社会保障及び介護を含む。）、

社会学概論、心理学概論 

消 防 教養試験 １２０分 

時事、社会・人文、自然に関する一般知識

を問う問題 

文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関

する能力を問う問題 

（高校卒業程度） 

全職種 論（作）文試験 ９０分 
文章による表現力、課題に対する理解力、

思考力についての筆記試験 

消 防 体力試験 約３時間 
消防職員として必要な基礎体力及び適正に

ついての検査 



３．試験の日時・会場 

試 験 日 時 試験会場 結果発表 

第１次 ９月１６日（日） 
羽生市民プラザ 

羽生市消防本部 
受験者全員に文書で通知します。 

第２次 

１０月２８日（日）（予定） 

詳細は、第１次試験合格者に 

通知します。 

受験者全員に文書で通知します。 

第３次 

１１月４日（日）（予定） 

詳細は、第２次試験合格者に 

通知します。 

受験者全員に文書で通知します。 

 ※第２次試験以降につきましては、応募状況等により変更となる場合があります。 

 

 

４．申込手続に必要なもの 

次の書類をそろえて総務課職員係に提出してください。（原則、郵送不可） 

① 採用試験申込書（写真添付・タテ４㎝×ヨコ３㎝） 

② 受験票（写真添付・タテ４㎝×ヨコ３㎝） 

③ 卒業証明書又は卒業見込証明書 

④ 返信用封筒２通（長形３号封筒に住所・氏名を明記、８２円切手を貼付のこと。） 

⑤ 資格証書の写し（資格取得見込証明書）・・・社会福祉士 

⑥ 身体障害者手帳の写し・・・身体障がい者対象 

 

 

５．最終合格から採用まで 

○最終合格者は採用候補者名簿に登載され、意思確認及び健康診断の結果、欠員の

状況に応じて逐次採用内定となります。採用時期は平成３１年４月１日の予定で

す。 

○ただし、健康診断の結果、心身の故障のため職務の遂行に支障があり、またはこ

れに堪えないことが明らかとなった場合には、採用候補者名簿から削除されます。 

○採用時において各職種における資格を失った場合には、採用を取消します。 

 

 

 

【採用試験についての問い合わせ先】 

 

羽生市役所 総務部 総務課 職員係 

〒348-8601 埼玉県羽生市東６丁目１５番地 

電話 048（561）1121  内線 233・234 

 


